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高
度
先
進
医
療
技
術
で
あ
る
体
外
衝
撃
波
に
よ
る
尿
路
結
石
破
砕
装
置
を
め
ぐ
り
、
薬
事
法
及
び
保
険
医
療
費

の
受
給
に
関
し
、
以
下
の
疑
惑
が
あ
る
。 

東
レ
富
士
ピ
ッ
カ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社
（
辰
巳
正
則
代
表
取
締
役
社
長
、
中
央
区
日
本
橋
室
町

三
―
一
―
八
）
は
、
薬
事
法
に
基
づ
き
体
外
衝
撃
波
・
尿
路
結
石
破
砕
装
置
＝
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
（
仏
、
テ
ク

ノ
メ
ッ
ド
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
製
）
の
輸
入
承
認
を
一
九
八
八
年
七
月
十
八
日
に
厚
生
省
よ
り
得
た
（
承
認
番

号
六
三
Ｂ
輸
第
六
〇
五
号
）
。
と
こ
ろ
が
、
同
社
は
こ
の
輸
入
承
認
に
必
要
な
治
験
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
の
厚
生 

省
に
対
す
る
事
前
の
治
験
計
画
届
（
一
九
八
七
年
一
月
十
七
日
付
）
に
は
、
治
験
依
頼
病
院
を
和
歌
山
県
立
医
大
付

属
病
院
、
奈
良
県
立
医
大
付
属
病
院
及
び
東
海
大
学
付
属
大
磯
病
院
の
三
カ
所
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

和
歌
山
県
立
医
大
病
院
に
お
け
る
一
九
八
七
年
六
月
十
八
日
の
治
験
終
了
後
の
同
年
六
月
二
十
五
日
、
い
わ
ゆ
る 

 
輸
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承
認
の
医
療
機
器
に
よ
る
保
険
不
正
受
給
問
題
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す
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主
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以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
事
実
関
係
の
調
査
と
厳
正
な
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の 

で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

東
レ
富
士
ピ
ッ
カ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社
の
薬
事
法
違
反
に
つ
い
て 

治
験
病
院
で
は
な
い
民
間
の
向
陽
病
院
（
西
村
道
彦
院
長
、
和
歌
山
市
津
秦
四
〇
）
に
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
を
無

償
で
授
与
、
移
設
し
た
。 

右
向
陽
病
院
は
、
同
機
器
を
用
い
て
昨
年
七
月
七
日
以
降
、
本
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
約
百
十
四
件
の

治
療
を
行
い
、
多
額
の
収
入
を
得
た
だ
け
で
な
く
本
年
四
月
以
降
保
険
を
不
正
に
請
求
し
、
受
給
し
て
い
た
。 

前
述
の
よ
う
に
、
同
社
が
い
わ
ゆ
る
治
験
病
院
で
は
な
い
向
陽
病
院
に
対
し
て
、
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
を

和
歌
山
県
立
医
大
病
院
か
ら
移
設
し
た
事
実
関
係
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
こ
れ
は
、
薬
事
法

に
い
う
治
験
目
的
外
の
授
与
禁
止
の
違
反
に
当
た
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

ま
た
、
し
か
る
べ
き
処
分
を
行
う
べ
き
だ
と
思
う
が
如
何
。 

四 

 



 

二 
向
陽
病
院
の
不
当
な
費
用
徴
収
と
保
険
の
不
正
受
給
に
つ
い
て 

1 

①
の
ケ
ー
ス
で
は
、
患
者
か
ら
一
人
当
た
り
約
三
十
万
円
な
い
し
五
十
万
円
を
治
療
費
と
し
て
徴
収
し
て

お
り
、
そ
の
総
額
は
概
算
で
二
千
万
円
前
後
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
和
歌
山
県
当
局
の
問
合
わ
せ
に
対

し
て
同
病
院
は
こ
れ
ら
の
徴
収
金
を
「
預
か
り
金
」
な
ど
と
称
し
て
い
る
と
い
う
。 

前
述
の
よ
う
に
、
向
陽
病
院
は
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
を
用
い
て
約
百
十
四
件
の
治
療
を
行
つ
た
が
、
そ
の

内
訳
は
、
①
一
九
八
七
年
七
月
七
日
か
ら
開
始
し
て
、
体
外
衝
撃
波
・
尿
路
結
石
破
砕
術
が
一
般
の
保
険
適
用

で
は
な
か
つ
た
一
九
八
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
約
五
十
件
、
②
同
術
が
一
般
保
険
適
用
と
な
つ
た
四
月
一

日
か
ら
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
の
輸
入
承
認
前
の
七
月
十
七
日
ま
で
に
四
十
件
、
③
同
機
器
が
承
認
を
得
た
七

月
十
入
日
か
ら
八
月
二
十
三
日
ま
で
に
二
十
四
件
と
な
つ
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
の
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
は
薬
事
法
の
承
認
を
得
る
た
め
に
治
験
目
的
で
輸
入
さ
れ
た
医
療

機
器
で
あ
り
、
同
病
院
に
は
無
償
で
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
使
用
し
て
治
療
し
対
価
を
得
る
こ 

五 

 



 

2 

②
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
は
未
承
認
機
器
で
あ
り
、
体
外
衝
撃
波
・
尿
路
結
石
破
砕
術

の
技
術
料
は
も
ち
ろ
ん
入
院
費
、
食
費
等
の
関
連
す
る
費
用
も
保
険
請
求
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
病
院
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
関
連
す
る
費
用
に
つ
い
て
保
険
請
求
し
、
受
給
し
て
い

る
。
そ
の
不
正
請
求
内
容
の
全
貌
に
つ
い
て
金
額
を
含
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
同
病
院
が
、
不

正
に
受
給
し
た
保
険
医
療
費
は
そ
の
支
払
い
機
関
に
対
し
、
ま
た
、
患
者
か
ら
自
己
負
担
金
と
し
て
不
当
に

徴
収
し
た
部
分
は
そ
の
患
者
に
対
し
、
直
ち
に
返
還
す
る
よ
う
に
和
歌
山
県
当
局
を
つ
う
じ
て
指
導
す
べ
き

だ
と
思
う
が
ど
う
か
。 

と
は
、
医
療
機
関
の
モ
ラ
ル
と
し
て
正
常
、
健
全
な
行
為
と
い
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
が

ど
う
か
。
ま
た
、
患
者
か
ら
「
預
か
り
金
」
と
し
て
金
銭
を
徴
収
し
う
る
根
拠
は
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

さ
ら
に
、
ソ
ノ
リ
ス
二
〇
〇
〇
Ａ
の
輸
入
承
認
が
お
り
た
後
の
③
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
同
病
院
は
、
不

当
に
も
材
料
費
の
名
目
で
患
者
か
ら
金
銭
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
そ
の
徴
収
総
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

ま
た
、
患
者
に
返
還
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


